
4 

 

 

公設地方卸売市場廃止に係る状況報告について 

 

１ 市場廃止に係る場内事業者退去の状況 

 【退去の予定】 

 
Ｒ４.３月末

までに退去 

Ｒ４.４月～ 

Ｒ６.３月退去 
合 計 

水産物部卸売業者 ０団体 ２団体 ２団体 

旧青果部仲卸業者 ４団体 １団体 ５団体 

関連事業者等 ６団体 ５団体 11 団体 

合 計 10 団体 ８団体 18 団体 

 

 【令和３年度内 退去事業者(10 団体)の動向】 

 ・明石市場に移転          １団体 

 ・明石市場と市内に移転       １団体 

 ・市内に移転            ７団体 

 ・廃業（自社都合）         １団体 

 

 

２ 令和４年度以降の残留事業者(８団体)への対応 

本年１月 26 日に、本市場の全残留事業者により施設共用部分(道路、駐車場、トイ

レ等)の借入や施設の維持管理等を行うことを目的とした「加古川卸売市場管理組合」

が設立された。 

同組合とは、施設共用部分についての普通財産貸付契約(２年間)を締結予定である

とともに、残留する各場内事業者とは、個別部分について、上記同様の貸付契約を締

結予定（施設共用部分及び個別部分の合計貸付面積は、約２万㎡）。 

 

 

３ 本市場跡地の整理状況等 

 ・令和３年度   石綿類含有事前調査業務 

・令和３～４年度 市場敷地確定測量調査業務（債務負担行為） 

 


